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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話網からの回線を接続するとともに１つ以上の電話端末を収容し前記回線に前記電話
端末を交換接続する第１および第２の電話制御装置を含み、これら電話制御装置間で、デ
ータ通信網を介して制御データをやり取りすることにより呼制御を行うとともに、音声デ
ータをやり取りすることにより通話路を形成し、その通話路を利用することにより第２の
電話制御装置の回線を用いた通話を実現する電話システムであって、
　前記第２の電話制御装置は、
　前記第１の電話制御装置で収容する電話端末での第１の発呼操作に応じて前記第１の電
話制御装置から前記データ通信網を介して通知された、当該第２の電話制御装置に接続し
ている回線のうち当該第１の発呼操作に対応する回線を指定した発呼要求に応じて、当該
回線を前記電話網へ発呼する制御手段を備える
　ことを特徴とする電話システム。
【請求項２】
　電話網からの回線を接続するとともに１つ以上の電話端末を収容し前記電話端末を収容
し前記回線に前記電話端末を交換接続する第１および第２の電話制御装置を含み、これら
電話制御装置間で、データ通信網を介して制御データをやり取りすることにより呼制御を
行うとともに、音声データをやり取りすることにより通話路を形成し、その通話路を利用
することにより第２の電話制御装置の回線を用いた通話を実現する電話システムで、第２
の電話制御装置として用いられる電話制御装置あって、
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　前記第１の電話制御装置で収容する電話端末での第１の発呼操作に応じて前記第１の電
話制御装置から前記データ通信網を介して通知された、当該第２の電話制御装置に接続し
ている回線のうち当該第１の発呼操作に対応する回線を指定した発呼要求に応じて、当該
回線を前記電話網へ発呼する制御手段を備える
　ことを特徴とする電話制御装置。
【請求項３】
　電話網からの回線を接続するとともに１つ以上の電話端末を収容し前記回線に前記電話
端末を交換接続する第１および第２の電話制御装置を含み、これら電話制御装置間で、デ
ータ通信網を介して制御データをやり取りすることにより呼制御を行うとともに、音声デ
ータをやり取りすることにより通話路を形成し、その通話路を利用することにより第２の
電話制御装置の回線を用いた通話を実現する電話システムで用いられる、第２の電話制御
装置のコンピュータに、
　前記第１の電話制御装置で収容する電話端末での第１の発呼操作に応じて前記第１の電
話制御装置から前記データ通信網を介して通知された、当該第２の電話制御装置に接続し
ている回線のうち当該第１の発呼操作に対応する回線を指定した発呼要求に応じて、当該
回線を前記電話網へ発呼するステップ
　を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ボタン電話システムに関し、特に複数のボタン電話装置がデータ通信網を介
して接続されたボタン電話システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、複数のボタン電話装置を接続して構成されたボタン電話システムが提案され
ている（例えば、特許文献１など参照）。図１１は従来のボタン電話システムの構成例で
あり、ここでは、マスタボタン電話装置８１とスレーブボタン電話装置８５とが信号線８
９を介して接続されている。マスタボタン電話装置８１には、回線９１，９２が接続され
ているとともに複数の電話機８４が収容されており、マスタボタン電話装置８１に制御さ
れるスレーブボタン電話装置８５には、回線９３が接続されているとともに複数の電話機
８８が収容されている。
【０００３】
　マスタボタン電話装置８１には、回線９１，９２と制御部８２との間に回線切替用のス
イッチ８３が設けられているとともに、スレーブ電話装置８５には、回線９３と制御部８
６との間に回線切替用のスイッチ８７が設けられている。そして、これらスイッチ８３，
８７が回線９４～９６により相互に接続されており、スイッチ８３，８７を切替制御する
ことにより、各回線９１～９３がいずれのボタン電話装置８１，８５でも使用可能な構成
となっている。
【０００４】
　電話機８８での発呼操作が制御部８６から信号線８９を介して通知された場合、制御部
８２では回線９１，９２の空きを確認し、回線９２が空きの場合には回線９２のスイッチ
８３をスイッチ８７側へ切替制御するとともに、信号線８９を介してスイッチ８７を切替
制御して回線９５と電話機８８とを接続するよう通知する。
　これにより、電話機８８から回線９２を用いた発呼が実現されるものとなっていた。
【０００５】
【特許文献１】特開平７－３２２３１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、このような従来のボタン電話システムでは、電話機での発呼操作に応じ
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て、マスタボタン電話装置およびスレーブボタン電話装置に接続されている回線のうち空
き回線を調べ、その空き回線を利用できるようにスイッチを切替制御するものとなってい
るため、発呼操作時に利用者が意図する他のボタン電話装置の回線を指定できないという
問題点があった。
　このようなボタン電話システムでは、各ボタン電話装置を遠隔地に配置するとともにこ
れら装置間を公衆電話網より通話コストの安いデータ通信網を介して接続し、任意のボタ
ン電話装置から他のボタン電話装置の配置地域に近い相手先へ発呼する際、ボタン電話装
置間をデータ通信網を介して形成した通話路を用いて接続することにより、他のボタン電
話装置に接続されている回線を利用して、通話コストを削減できる。
【０００７】
　したがって、このような通話を実現するためには、発呼操作時に他のボタン電話装置の
回線を指定する必要があるが、従来のボタン電話システムでは、発呼操作時に他のボタン
電話装置の回線を指定する機能はなく、各ボタン電話装置に接続されている各回線のうち
空き回線が自動的に選択されるため、上記のような通話コストの削減を実施できないだけ
でなく、相手先とは異なる遠隔地に配置されたボタン電話装置の回線が選択される可能性
もあり、通話コストが増加する場合もありうる。
　本発明はこのような課題を解決するためのものであり、各ボタン電話装置に収容されて
いる回線のうち、利用者の発呼操作に応じて他のボタン電話装置の所望の回線を容易に指
定できるボタン電話システムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　このような目的を達成するために、本発明にかかる電話システムは、電話網からの回線
を接続するとともに１つ以上の電話端末を収容し回線に電話端末を交換接続する第１およ
び第２の電話制御装置を含み、これら電話制御装置間で、データ通信網を介して制御デー
タをやり取りすることにより呼制御を行うとともに、音声データをやり取りすることによ
り通話路を形成し、その通話路を利用することにより第２の電話制御装置の回線を用いた
通話を実現する電話システムであって、第２の電話制御装置に、第１の電話制御装置で収
容する電話端末での第１の発呼操作に応じて第１の電話制御装置からデータ通信網を介し
て通知された、当該第２の電話制御装置に接続している回線のうち当該第１の発呼操作に
対応する回線を指定した発呼要求に応じて、当該回線を電話網へ発呼する制御手段を備え
るものである。
【０００９】
　また、本発明にかかる電話制御装置は、電話網からの回線を接続するとともに１つ以上
の電話端末を収容し回線に電話端末を交換接続する第１および第２の電話制御装置を含み
、これら電話制御装置間で、データ通信網を介して制御データをやり取りすることにより
呼制御を行うとともに、音声データをやり取りすることにより通話路を形成し、その通話
路を利用することにより第２の電話制御装置の回線を用いた通話を実現する電話システム
で、第２の電話制御装置として用いられる電話制御装置あって、第１の電話制御装置で収
容する電話端末での第１の発呼操作に応じて第１の電話制御装置からデータ通信網を介し
て通知された、当該第２の電話制御装置に接続している回線のうち当該第１の発呼操作に
対応する回線を指定した発呼要求に応じて、当該回線を電話網へ発呼する制御手段を備え
ている。
【００１０】
　また、本発明にかかるプログラムは、電話網からの回線を接続するとともに１つ以上の
電話端末を収容し回線に電話端末を交換接続する第１および第２の電話制御装置を含み、
これら電話制御装置間で、データ通信網を介して制御データをやり取りすることにより呼
制御を行うとともに、音声データをやり取りすることにより通話路を形成し、その通話路
を利用することにより第２の電話制御装置の回線を用いた通話を実現する電話システムで
用いられる、第２の電話制御装置のコンピュータに、第１の電話制御装置で収容する電話
端末での第１の発呼操作に応じて第１の電話制御装置からデータ通信網を介して通知され
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た、当該第２の電話制御装置に接続している回線のうち当該第１の発呼操作に対応する回
線を指定した発呼要求に応じて、当該回線を電話網へ発呼するステップを実行させる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、電話網からの回線を接続するとともに１つ以上の電話端末を収容し回線に電
話端末を交換接続する第１および第２の電話制御装置を含み、これら電話制御装置間で、
データ通信網を介して制御データをやり取りすることにより呼制御を行うとともに、音声
データをやり取りすることにより通話路を形成し、その通話路を利用することにより第２
の電話制御装置の回線を用いた通話を実現する電話システムであって、第２の電話制御装
置で、第１の電話制御装置で収容する電話端末での第１の発呼操作に応じて第１の電話制
御装置からデータ通信網を介して通知された、当該第２の電話制御装置に接続している回
線のうち当該第１の発呼操作に対応する特定の回線を指定した発呼要求に応じて、当該回
線を電話網へ発呼するようにしたので、発呼の際、利用者が所望する他の電話制御装置の
回線を指定して発呼することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
　図１は本発明の第１の実施の形態にかかるボタン電話システムの構成を示すブロック図
である。
　このボタン電話システムは、複数のボタン電話装置１０Ａ，１０Ｂ～１０Ｎから構成さ
れている。これらボタン電話装置１０Ａ～１０Ｎは、それぞれ１つ以上のボタン電話機２
またはＩＰ電話端末３などの電話機と、公衆電話網やＩＳＤＮ網などの電話網５１からの
回線を接続するとともにボタン電話機２やＩＰ電話端末３を収容しその回線にこれら電話
機を交換接続する主装置１とを有している。
【００１４】
　また、各ボタン電話装置１０Ａ～１０Ｎの主装置１は、インターネットなどのＩＰネッ
トワークからなるデータ通信網５２を介して相互に接続されており、このデータ通信網５
２を介して制御データをやり取りすることにより呼制御を行うとともに、音声データをや
り取りすることによりＶｏＩＰ（Voice over IP）などの音声パケット技術を用いて通話
を形成し、その通話を利用することにより他のボタン電話装置の回線を用いた通話を実現
する。
【００１５】
　図２にボタン電話装置の構成例を示す。主装置１は、電話回線５３を介して電話網５１
に接続されているとともに、通信回線５４を介してデータ通信網５２に接続されている。
また、内線伝送路２０を介してボタン電話機２を収容しているとともに、ＬＡＮなどのデ
ータ通信路３０を介してＩＰ電話端末３を収容している。
　主装置１には、電話網接続部１１、データ通信網接続部１２、ＩＰ電話端末接続部１３
、ボタン電話機接続部１４、スイッチ１５、データ／音声変換部１６、制御部１７および
記憶部１８が設けられている。
【００１６】
　電話網接続部１１は、電話網５１からの電話回線５３を終端制御する回路部である。デ
ータ通信網接続部１２は、データ通信網５２からの通信回線５４を終端制御する回路部で
ある。ＩＰ電話端末接続部１３は、データ通信路３０を介してＩＰ電話端末３を接続する
回路部である。ボタン電話機接続部１４は、内線伝送路２０を介してボタン電話機２を接
続する回路部である。スイッチ１５は、電話網接続部１１、ボタン電話機接続部１４、デ
ータ／音声変換部１６の各パスを相互に交換接続する回路部である。データ／音声変換部
１６は、データ通信網接続部１２側の音声パケットとスイッチ１５側の音声データとを相
互変換する回路部である。
【００１７】
　制御部１７は、ＣＰＵなどのマイクロプロセッサとその周辺回路からなるコンピュータ
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（ハードウェア資源）を有し、所定のプログラムを実行することにより主装置１の各部を
制御する機能部である。記憶部１８はボタン電話機２やＩＰ電話端末３での発呼操作とそ
の発呼に用いる回線との対応関係を示す回線管理情報１８Ａのほか、制御部１７の制御に
用いる各種データを記憶する回路部である。
　制御部１７には、機能手段として、ボタン電話機２およびＩＰ電話端末３に関する発呼
処理や着呼処理を行う呼制御手段１７Ａが設けられている。この機能手段は、上記ハード
ウェア資源とプログラムとを協働させることにより実現されている。
【００１８】
　記録媒体１９は、ＣＤ－ＲＯＭやフレキシブルディスクなどの記録媒体であり、呼制御
手段１７Ａを含む制御部１７での各種処理を実現するプログラムが記録されている。
　この記録媒体１９に記録されているプログラムは、ボタン電話装置の設置後の初期動作
時やメンテナンス時など必要に応じて主装置１で読み込まれて記憶部１８へ格納され、制
御部１７での各種処理を実現する。なお、プログラムは、記録媒体１９からではなく、デ
ータ通信網５２や電話網５１を介して受信したものを用いてもよい。この場合、プログラ
ムは、データ通信網接続部１２または電話網接続部１１を介して制御部１７で受信され記
憶部１８へ格納される。
【００１９】
　ボタン電話機２が電話網５１を介して通話を行う際、制御部１７により、スイッチ１５
を介して電話網接続部１１とボタン電話機接続部１４とのパスが接続される。そして、電
話網５１側からの音声信号（音声データ）は、電話網接続部１１で音声データへ変換され
、スイッチ１５、ボタン電話機接続部１４および内線伝送路２０を介してボタン電話機２
へ送信される。また、ボタン電話機２からの音声データは、内線伝送路２０、ボタン電話
機接続部１４およびスイッチ１５を介して電話網接続部１１へ入力され、ここで音声信号
（音声データ）へ変換されて電話網５１側へ送信される。
【００２０】
　一方、ＩＰ電話端末３がデータ通信網５２を介して通話を行う際、制御部１７により、
データ通信網接続部１２とＩＰ電話端末接続部１３とのパスが接続される。そして、デー
タ通信網５２側からの音声パケットは、データ通信網接続部１２、ＩＰ電話端末接続部１
３およびデータ通信路３０を介してＩＰ電話端末３へ送信される。また、ＩＰ電話端末３
からの音声データは、データ通信路３０、ＩＰ電話端末接続部１３およびデータ通信網接
続部１２を介してデータ通信網５２側へ送信される。
【００２１】
　なお、ボタン電話機２がデータ通信網５２を介して通話を行う際、データ通信網５２側
からの音声パケットは、データ通信網接続部１２を介してデータ／音声変換部１６に入力
されて音声データへ変換される。そして、その音声データがスイッチ１５およびボタン電
話機接続部１４を介してボタン電話機２へ送信される。また、ボタン電話機２からの音声
データは、ボタン電話機接続部１４およびスイッチ１５を介してデータ／音声変換部１６
へ入力されて音声パケットへ変換される。そして、データ通信網接続部１２からデータ通
信網５２側へ送信される。
【００２２】
　これに対して、ＩＰ電話端末３が電話網５１を介して通話を行う際、電話網５１からの
音声信号（音声データ）は、電話網接続部１１から音声データとして出力され、スイッチ
１５を介してデータ／音声変換部１６へ入力されて音声パケットへ変換される。そして、
その音声パケットがＩＰ電話端末接続部１３を介してＩＰ電話端末３へ送信される。また
、ＩＰ電話端末３からの音声パケットは、データ／音声変換部１６へ入力されて音声デー
タへ変換される。そして、スイッチ１５を介して電話網接続部１１へ入力され、音声信号
（音声データ）として電話網５１側へ送信される。
【００２３】
　さらに、電話網５１の通話とデータ通信網５２の通話とを中継接続する際、電話網５１
からの音声信号（音声データ）は、電話網接続部１１から音声データとして出力され、ス
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イッチ１５を介してデータ／音声変換部１６へ入力されて音声パケットへ変換される。そ
して、その音声パケットがデータ通信網接続部１２からデータ通信網５２側へ送信される
。また、データ通信網５２側からの音声パケットは、データ通信網接続部１２を介してデ
ータ／音声変換部１６に入力されて音声データへ変換される。そして、その音声データが
スイッチ１５を介して電話網接続部１１へ入力され、音声信号（音声データ）として電話
網５１側へ送信される。
【００２４】
　図３はＩＰ電話端末の構成を示すブロック図である。
　このＩＰ電話端末３には、データ通信部３１、音声処理部３２、端末制御部３３、表示
部３４、操作部３５、および記憶部３６が設けられている。
　データ通信部３１は、データ通信路３０を介して主装置１とパケット通信を行う回路部
である。音声処理部３２は、データ通信部３１でやり取りする音声パケットと音声信号と
を相互に変換したり、着信音などの各種信号音を出力する回路部である。端末制御部３３
は、ＣＰＵなどのマイクロプロセッサとその周辺回路からなり、所定のプログラムを読み
込んで各部を制御する。　　
【００２５】
　表示部３４は、ＬＣＤやＬＥＤを用いて各種情報を表示する回路部である。操作部３５
はダイヤルキーや各種機能キーを用いて利用者の操作を検出する回路部である。記憶部３
６は端末制御部３３で実行するプログラムやその処理に必要な各種情報を記憶する回路部
である。
　また、ボタン電話機２については、データ通信部３１に代えて主装置１と内線伝送を行
うデータ伝送部を有しているほかは、図３のＩＰ電話端末３と同様の構成をなしており、
ここでの詳細な説明は省略する。
【００２６】
　以上では、電話網５１を用いた通話を行うための構成として、電話網接続部１１、スイ
ッチ１５、データ／音声変換部１６、ボタン電話機接続部１４、およびボタン電話機２を
設けた場合を例として説明したが、通話網５１に代えてデータ通信網５２を用いた音声パ
ケット通話を行う場合、上記の各構成は必須ではなく、これら構成を持たない構成であっ
てもよい。また、ボタン電話機２でデータ通信網５２を用いた通話を行う際には、電話網
接続部１１を持たない構成としてもよい。
　また、本発明は、発呼時に他のボタン電話装置の回線を利用する発呼制御に関するもの
であり、各ボタン電話装置に１つ以上の電話機、すなわちボタン電話機２またはＩＰ電話
端末３を備えていればよい。
【００２７】
　図４に電話機の外観図を示す。この電話機には、送受器４１、画面表示部４２および各
種ボタンが設けられている。各種ボタンとしては、ダイヤルキー４３のほか、外線１～外
線４に対応して設けられた外線ボタン４４、内線ボタン４５、保留ボタン４６がある。特
に、外線ボタン４４のそれぞれにはＬＥＤなどの外線ランプが設けられており、それぞれ
の外線の状態が表示される。また、画面表示部４２の表示内容を操作するためのカーソル
ボタン４７や、選択決定のための決定ボタン４８、さらには表示内容を元に戻すための戻
るボタン４９が設けられている。
　なお、ＩＰ電話端末３としては、前述のように通話専用の電話機であってもよく、通話
機能を備えたパソコンなどの情報通信端末であってもよい。
【００２８】
　次に、図５、図６および図７を参照して、第１の実施の形態にかかるボタン電話システ
ムの動作について説明する。図５は各ボタン電話装置における回線管理情報の設定例であ
る。図６は図５の回線管理情報に基づく発呼操作と回線との対応関係を示す説明図、図７
は本実施の形態にかかるボタン電話システムの発呼動作を示すシーケンス図である。
　以下では、ＩＰ電話端末３Ａ，３Ｂをそれぞれ収容する２つのボタン電話装置１０Ａ，
１０Ｂのうち、ボタン電話装置１０ＢのＩＰ電話端末３Ｂからの発呼操作に応じて、ボタ
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ン電話装置１０Ａの回線を利用する場合を例として説明する。
【００２９】
　なお、電話網５１が公衆電話網の場合には、物理的な電話回線ごとに１つの通話路が形
成されるが、電話網５１がＩＳＤＮ網の場合、物理的な電話回線ごとに２つの通話路（チ
ャネル）が形成される。また、データ通信網５２でＩＰ通話を行う場合、物理的な通信回
線ごとにその通信帯域に応じて１つ以上の通話路（チャネル）が仮想的に形成される。
　本発明では、このような物理的な通話回線や通信回線によって実現されて通話に用いら
れる通話路を総称して単に回線と呼ぶ。また、ボタン電話機やＩＰ電話端末での発呼操作
では、当該ボタン電話システム内のボタン電話機やＩＰ電話端末との内線通話と識別する
ため、当該ボタン電話システムの外部の電話機との通話に用いる回線を外線と呼び、図４
に示したように電話機に外線ボタンとして設けられているものとする。
【００３０】
　ここでは、各ボタン電話装置１０Ａ，１０Ｂに、２つの回線すなわち回線１および回線
２と、２つの外線すなわち外線１および外線２とがそれぞれ設けられている。各ボタン電
話装置１０Ａ，１０Ｂでは、主装置１Ａ，１Ｂの電話網接続部１１で通話回線５３を終端
制御して、回線１，２を形成する。また各主装置１Ａ，１Ｂのデータ通信網接続部１２で
は、データ通信網５２からの通信回線５４を終端制御して１つ以上の回線を形成するとと
もに、相互に呼制御用の制御データをやり取りする。
【００３１】
　各ボタン電話装置１０Ａ，１０Ｂでは、主装置１Ａ，１Ｂの記憶部１８に、これら外線
１，２と回線１，２の対応付けを示す回線管理情報１８Ａが予め記憶されている。図５の
例では、ボタン電話装置１０Ａの回線管理情報として、外線１に当該ボタン電話装置１０
Ａの回線１，２が対応付けられており、外線２にボタン電話装置１０Ｂの回線１が対応付
けられている。また、ボタン電話装置１０Ｂの回線管理情報として、外線１に当該ボタン
電話装置１０Ｂの回線１，２が対応付けられており、外線２にボタン電話装置１０Ａの回
線１，２が対応付けられている。なお、１つの外線に複数の回線が対応付けられた場合、
それら回線からランダムあるいは所定の優先順位でいずれか１つの空き回線が選択される
。
【００３２】
　このような動作環境において、ＩＰ電話端末３Ｂで外線２を用いた発呼操作が行われた
場合、ボタン電話システムは図７のように動作する。
　まず、利用者によりＩＰ電話端末３Ｂの送受器がオフフックされて外線２ボタンが押下
された場合、そのオフフック操作が検出されて主装置１Ｂへ通知されるとともに（ステッ
プ１００）、外線２ボタンの押下が検出されて主装置１Ｂへ通知される（ステップ１０１
）。
　これに応じて、主装置１ＢからＩＰ電話端末３Ｂへダイヤルトーン（ＤＴ）が出力され
（ステップ１０２）、この後の利用者による相手先電話番号のダイヤル操作が検出されて
主装置１Ｂへ通知されて（ステップ１０３）、外線２の発呼操作が終了する。
【００３３】
　主装置１Ｂでは、ＩＰ電話端末３Ｂからの外線２の発呼操作を制御部１７の呼制御手段
１７Ａで受け付け、記憶部１８の回線管理情報１８Ａを参照して、その外線２に対応する
回線を確認する（ステップ１０４）。
　この場合、図５に示すように、外線２に対して、ボタン電話装置１０Ａの回線１，２が
対応付けられていることから、主装置１Ｂは、そのボタン電話装置１０Ａの主装置１Ａに
対して、回線１，２を指定した発呼要求を送信する（ステップ１０５）。この発呼要求は
、主装置１Ｂのデータ通信網接続部１２からデータ通信網５２を介して主装置１Ａのデー
タ通信網接続部１２で受信される。
【００３４】
　主装置１Ａでは、制御部１７の呼制御手段１７Ａでその発呼要求を受け付け、その送信
元の主装置１Ｂへ発呼確認を返送し（ステップ１０６）、その発呼要求で指定された回線
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１，２のうちから空き回線をランダムあるいは所定の優先順位で選択する（ステップ１０
７）。
　ここで、回線２が選択された場合、呼制御手段１７Ａでは、電話網接続部１１を制御し
て回線２を用いた呼設定メッセージを相手電話機６へ送信し（ステップ１０８）、相手電
話機６からの呼出メッセージに応じて（ステップ１０９）、主装置１Ｂへ呼出メッセージ
を送信する（ステップ１１０）。これにより主装置１Ｂの呼制御手段１７Ａでは、呼出音
をＩＰ電話端末３Ｂへ出力する（ステップ１１１）。
【００３５】
　その後、相手電話機６での応答操作に応じて相手電話機６から応答メッセージが送信さ
れた場合（ステップ１１２）、主装置１Ａの呼制御手段１７Ａでは、電話網接続部１１を
制御して、回線２を用いた相手電話機６との通話を形成するとともに（ステップ１１３）
、主装置１Ｂへ応答メッセージを送信する（ステップ１１４）。
　主装置１Ｂでは、この応答メッセージに応じてデータ通信網接続部１２を制御して、主
装置１Ａの回線２を用いた通話に接続される通話（ＶｏＩＰ）を形成するとともに（ステ
ップ１１５）、その通話をＩＰ電話端末３Ｂへ接続する（ステップ１１６）。
　これにより、主装置１Ａの回線２を利用した、ＩＰ電話端末３Ｂと相手電話機６との通
話が確立される。
【００３６】
　このように、電話機での発呼操作に対して、他のボタン電話装置の回線を回線管理情報
で予め対応付けておき、その発呼操作に応じて回線管理情報を参照して対応する回線を確
認し、その回線に対応する他のボタン電話装置へその回線を指定した発呼要求を行うよう
にしたので、発呼の際、利用者が所望する他のボタン電話装置の回線を容易に指定するこ
とができる。
　これにより、例えば遠隔地に設置された他のボタン電話装置の地域に近い相手先に発呼
する際、他のボタン電話装置の回線を指定して容易に発呼することができ、ボタン電話装
置間を公衆電話網より安価なインターネットなどの通話路で結ぶことにより通話コストを
削減できる。また、このような通話コストに限らず、通話に必要な回線をその回線種別や
回線帯域幅で選択することも可能となる。
【００３７】
　次に、図８、図９および図１０を参照して、本発明の第２の実施の形態にかかるボタン
電話システムの動作について説明する。図８は各ボタン電話装置における回線管理情報の
設定例である。図９は図８の回線管理情報に基づく発呼操作と回線との対応関係を示す説
明図、図１０は本実施の形態にかかるボタン電話システムの発呼動作を示すシーケンス図
である。
　前述した第１の実施の形態では、発呼操作に他のボタン電話装置の回線を対応付けた場
合について説明した。本実施の形態では、発呼操作に他のボタン電話装置で設定されてい
る発呼操作を対応付ける場合を例として説明する。
【００３８】
　各ボタン電話装置１０Ａ，１０Ｂでは、主装置１Ａ，１Ｂの記憶部１８に、これら外線
１，２と回線１，２の対応付けを示す回線管理情報１８Ａが予め記憶されている。図８の
例では、ボタン電話装置１０Ａの回線管理情報として、外線１に当該ボタン電話装置１０
Ａの回線１，２が対応付けられており、外線２にボタン電話装置１０Ｂの外線１が対応付
けられている。また、ボタン電話装置１０Ｂの回線管理情報として、外線１に当該ボタン
電話装置１０Ｂの回線１，２が対応付けられており、外線２にボタン電話装置１０Ａの外
線１が対応付けられている。
【００３９】
　このような動作環境において、ＩＰ電話端末３Ｂで外線２を用いた発呼操作が行われた
場合、ボタン電話システムは図１０のように動作する。
　まず、利用者によりＩＰ電話端末３Ｂの送受器がオフフックされて外線２ボタンが押下
された場合、そのオフフック操作が検出されて主装置１Ｂへ通知されるとともに（ステッ
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プ１３０）、外線２ボタンの押下が検出されて主装置１Ｂへ通知される（ステップ１３１
）。
　これに応じて、主装置１ＢからＩＰ電話端末３Ｂへダイヤルトーン（ＤＴ）が出力され
（ステップ１３２）、この後の利用者による相手先電話番号のダイヤル操作が検出されて
主装置１Ｂへ通知される（ステップ１３３）、外線２の発呼操作が終了する。
【００４０】
　主装置１Ｂでは、ＩＰ電話端末３Ｂからの外線２の発呼操作を制御部１７の呼制御手段
１７Ａで受け付け、記憶部１８の回線管理情報１８Ａを参照して、その外線２に対応する
回線を確認する（ステップ１３４）
　この場合、図５に示すように、外線２に対して、ボタン電話装置１０Ａの外線１が対応
付けられていることから、そのボタン電話装置１０Ａの主装置１Ａに対して、外線１を指
定した発呼要求を送信する（ステップ１３５）。この発呼要求は、主装置１Ｂのデータ通
信網接続部１２からデータ通信網５２を介して主装置１Ａのデータ通信網接続部１２で受
信される。
【００４１】
　主装置１Ａでは、制御部１７の呼制御手段１７Ａでその発呼要求を受け付け、送信元の
主装置１Ｂへ発呼確認を返送する（ステップ１３６）。そして、その発呼要求で外線１が
指定されていることから、記憶部１８の回線管理情報１８Ａを参照して、対応する回線と
して当該ボタン電話装置１Ａの回線１，２を確認し（ステップ１３７）、これら回線１，
２のうちから空き回線をランダムあるいは所定の優先順位で選択する（ステップ１３８）
。
　ここで、回線２が選択された場合、呼制御手段１７Ａでは、電話網接続部１１を制御し
て回線２を用いた呼設定メッセージを相手電話機６へ送信する（ステップ１３９）。以降
、図７のステップ１０９～１１６と同様の手順で動作し、主装置１Ａの回線２を利用した
、ＩＰ電話端末３Ｂと相手電話機６との通話が確立される。
【００４２】
　このように、回線管理情報で、発呼操作に対応して他のボタン電話装置で設定されてい
る発呼操作を対応付けるようにしたので、複数のボタン電話装置間で共通の対応付けを利
用でき、共通の回線環境を容易に利用できるとともに、各ボタン電話装置での回線管理情
報の設定作業を大幅に削減できる。
　例えば、同一利用者が複数のボタン電話装置１０Ａ，１０Ｂを併用する場合、ボタン電
話装置１０Ａで利用していた外線１と同じ回線環境を、他のボタン電話装置１０Ｂでも利
用したい場合がある。このような場合には、上記のようにボタン電話装置１０Ｂの外線２
ボタンに元のボタン電話装置１０Ａで用いていた外線１ボタンを対応付けることにより、
元のボタン電話装置１０Ａと同じ回線環境が容易に利用でき、回線管理情報の設定作業を
大幅に削減できる。
【００４３】
　また、ボタン電話装置１０Ａの回線環境が変化した場合、そのボタン電話装置１０Ａの
回線管理情報を変更するだけで、他のボタン電話装置１０Ｂで回線管理情報を変更するこ
となく新たな回線環境を利用でき、回線管理情報の設定作業を大幅に削減できる。
【００４４】
　なお、以上の各実施の形態では、各ボタン電話装置に収容されている電話網５１の電話
回線５３で形成される通話路（チャネル）を回線として、発呼操作に対応付ける場合を例
として説明したが、このとき対応付ける回線については電話回線５３で形成される通話路
に限定されるものではなく、例えばアナログ電話回線やＩＳＤＮ回線で形成される通話路
のほか、データ通信網５２の通信回線５４でＶｏＩＰなどの音声パケット通信技術を用い
て仮想的に形成される通話路を発呼操作に対応付けてもよい。
　また、以上の各実施の形態では、回線管理情報での各発呼操作と回線との対応付けが、
個々のボタン電話装置に収容されている各電話機で共通に使用される場合を例として説明
したが、これに限定されるものではなく、各電話機ごとに回線管理情報を設けて個別に設
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定するようにしてもよく、各利用者の要求に応じたきめ細かなサービスを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の第１の実施の形態にかかるボタン電話システムの構成を示すブロック図
である。
【図２】ボタン電話装置の構成を示すブロック図である。
【図３】ＩＰ電話端末の構成を示すブロック図である。
【図４】電話機の外観図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態での回線管理情報の設定例である。
【図６】本発明の第１の実施の形態での発呼操作と回線との対応関係を示す説明図である
。
【図７】本発明の第１の実施の形態での発呼動作を示すシーケンス図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態での回線管理情報の設定例である。
【図９】本発明の第２の実施の形態での発呼操作と回線との対応関係を示す説明図である
。
【図１０】本発明の第２の実施の形態での発呼動作を示すシーケンス図である。
【図１１】従来のボタン電話システムを示す説明図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１０Ａ，１０Ｂ，～，１０Ｎ…ボタン電話装置、１…主装置、１１…電話網接続部、１
２…データ通信網接続部、１３…ＩＰ電話端末接続部、１４…ボタン電話機接続部、１５
…スイッチ、１６…データ／音声変換部、１７…制御部、１７Ａ…呼制御手段、１８…記
憶部、１８Ａ…回線管理情報、１９…記録媒体（プログラム）、２…ボタン電話機、２０
…内線伝送路、３０…データ通信路、３…ＩＰ電話端末、３１…データ通信部、３２…音
声処理部、３３…端末制御部、３４…表示部、３５…操作部、３６…記憶部、４１…送受
器、４２…画面表示部、４３…ダイヤルキー、４４…外線ボタン、４５…内線ボタン、４
６…保留ボタン、４７…カーソルボタン、４８…決定ボタン、４９…戻るボタン、５１…
電話網、５２…データ通信網、５３…電話回線、５４…通信回線、６…相手電話機。
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